
 

（お知らせ） 
令 和 7 年 １ 月 2 4 日 
防 衛 省 

 
 
 

日米合同委員会合意について 
 
 
日米合同委員会において、ＦＡＣ５１２５健軍駐屯地及びＦＡＣ５１３１相

浦駐屯地の追加財産の限定使用についてほか４件について合意しましたのでお

知らせします。 

なお、合意概要については別添のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 ＦＡＣ５１２５健軍駐屯地及びＦＡＣ５１３１相浦駐屯地の追

加財産の限定使用について  
承 認 年 月 日 令和７年１月１６日 

施設・区域名称 
ＦＡＣ５１２５健軍駐屯地  
ＦＡＣ５１３１相浦駐屯地 

合意対象所在地 
熊本県菊池郡菊陽町及び上益城郡益城町（陸上自衛隊高遊原分
屯地） 
長崎県佐世保市（陸上自衛隊相浦駐屯地） 

合意対象面積等 
土 地：約３５，０００㎡（陸上自衛隊高遊原分屯地）  
     約３４，０００㎡（陸上自衛隊相浦駐屯地）  

 水 域 等： － 
 建 物：５棟 約４，３００㎡（陸上自衛隊高遊原分屯地） 

 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含

む。） 
 附帯施設： －  

【事案内容】  
本件は、日米共同訓練（アイアン・フィスト２５）を実施するため、標記施設の

一部を日米地位協定第２条第４項（ｂ）に基づき限定使用することについて、日米
合同委員会の承認を得たものである。 

 

記  
 
（１）ＦＡＣ５１２５健軍駐屯地 

土  地：約 35,000 ㎡ 
建  物：5 棟 約 4,300 ㎡ 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。） 

 使用期間：（１）令和 7 年 2 月 13 日から同年 3 月 10 日までの間 
（２）必要に応じ、訓練の展開及び撤収のための追加期間 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（２）ＦＡＣ５１３１相浦駐屯地 

土  地：約 34,000 ㎡ 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。） 

 使用期間：（１）令和 7 年 2 月 17 日から同年 3 月 7 日までの間 
（２）必要に応じ、訓練の展開及び撤収のための追加期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名  ＦＡＣ５１３５沖永良部島の追加財産の限定使用について  
承  認  年  月  日 令和７年１月１６日  
施設・区域名称  ＦＡＣ５１３５沖永良部島 
合意対象所在地  鹿児島県大島郡和泊町、知名町 
合意対象面積等  土 地：約９０，０００㎡  

 水 域 等： － 
 建 物：２棟 約４３０㎡  
 

工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含
む。）  

 附帯施設： －  
【事案内容】  
□□本件は、日米共同訓練（アイアン・フィスト２５）を実施するため、標記施設の一

部を日米地位協定第２条第４項（ｂ）に基づき限定使用することについて、日米合同
委員会の承認を得たものである。 

 

記  
 
 土 地：約 90,000 ㎡  

建 物：2 棟 約 430 ㎡ 

  工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。） 

使用 期間：（１）令和 7 年 2 月 25 日から同年 3 月 3 日までの間 

（２）必要に応じ、訓練の展開及び撤収のための追加期間 

 

 



  

 日米合同委員会合意事案概要 

 

件     名 ＦＡＣ６００１北部訓練場、ＦＡＣ６００５伊江島補助飛行場、Ｆ

ＡＣ６０１１キャンプ・ハンセン、ＦＡＣ６０１９金武レッド・ビ

ーチ訓練場、ＦＡＣ６０２０金武ブルー・ビーチ訓練場及びＦＡＣ

６０２９キャンプ・コートニーの一部財産の共同使用について 

承 認 年 月 日 令和７年１月１６日 

施設・区域名称 ＦＡＣ６００１北部訓練場 

ＦＡＣ６００５伊江島補助飛行場 

ＦＡＣ６０１１キャンプ・ハンセン 

ＦＡＣ６０１９金武レッド・ビーチ訓練場 

ＦＡＣ６０２０金武ブルー・ビーチ訓練場 

ＦＡＣ６０２９キャンプ・コートニー 

合意対象所在地 沖縄県国頭郡東村（北部訓練場） 

沖縄県国頭郡伊江村（伊江島補助飛行場） 

沖縄県国頭郡金武町、宜野座村及び恩納村（キャンプ・ハンセン） 

沖縄県国頭郡金武町（金武レッド・ビーチ訓練場） 

沖縄県国頭郡金武町（金武ブルー・ビーチ訓練場） 

沖縄県うるま市（キャンプ・コートニー） 

合意対象面積等 

 

 

 

 

土 地：約９，４０８，０００㎡（北部訓練場） 

     約２，６８３，０００㎡（伊江島補助飛行場） 

     約３６，１３４，０００㎡（キャンプ・ハンセン） 

約７，１００㎡（金武レッド・ビーチ訓練場） 

     約２５２，０００㎡（金武ブルー・ビーチ訓練場） 

     約１３，０００㎡（キャンプ・コートニー） 

水 域 等：約１，０３０，０００㎡（金武レッド・ビーチ訓練場） 

     約２，８６８，０００㎡（金武ブルー・ビーチ訓練場） 

建 物：８棟 約１４，０００㎡（キャンプ・ハンセン） 

工 作 物：  － 

附帯施設： － 

【事案内容】 

  本件は、日米共同訓練（アイアン・フィスト２５）を実施するため、標記施設の

一部を日米地位協定第２条第４項（ａ）に基づき共同使用することについて、日米

合同委員会の承認を得たものである。 

 

記 

 

（１）ＦＡＣ６００１北部訓練場 

  土  地：約 9,408,000 ㎡ 

  使用期間：令和 7 年 2 月 20 日及び同月 21 日 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

（２）ＦＡＣ６００５ 伊江島補助飛行場 

  土  地：約 2,683,000 ㎡ 

  使用期間：令和 7 年 2 月 13 日から同年 3 月 10 日まで 

  
（３）ＦＡＣ６０１１キャンプ・ハンセン 

  土  地：約 36,134,000 ㎡ 

  建  物：8 棟 約 14,000 ㎡ 

  使用期間：令和 7 年 2 月 10 日から同年 3 月 10 日まで 

 



 

  

（４）ＦＡＣ６０１９ 金武レッド・ビーチ訓練場 

  土  地：約 7,100 ㎡ 

  水  域：約 1,030,000 ㎡ 

  使用期間：令和 7 年 2 月 20 日から同年 3 月 5 日まで 

 

 
 

 

 

（５）ＦＡＣ６０２０金武ブルー・ビーチ訓練場 

  土  地：約 252,000 ㎡ 

  水  域：約 2,868,000 ㎡ 



   使用期間：令和 7 年 2 月 20 日から同年 3 月 5 日まで 

 

 

（６）ＦＡＣ６０２９キャンプ・コートニー 

 土  地：約 13,000 ㎡ 

  使用期間：令和 7 年 2 月 13 日から同月 21 日まで 

  

    

 

 



  

 日米合同委員会合意事案概要 

 

件     名 ＦＡＣ６０２２嘉手納弾薬庫地区及びＦＡＣ６０７８出砂島射爆撃

場の一部財産の共同使用について 

承 認 年 月 日 令和７年１月１６日 

施設・区域名称 ＦＡＣ６０２２嘉手納弾薬庫地区 

ＦＡＣ６０７８出砂島射爆撃場 

合意対象所在地 沖縄県中頭郡読谷村（嘉手納弾薬庫地区） 

沖縄県島尻郡渡名喜村（出砂島射爆撃場） 

合意対象面積等 

 

 

 

 

土 地：約５４，０００㎡（嘉手納弾薬庫地区） 

約２４５，０００㎡（出砂島射撃爆撃場） 

水 域 等： － 

建 物： － 

工 作 物： － 

附帯施設： － 

【事案内容】 

  本件は、日米共同訓練（アイアン・フィスト２５）を実施するため、標記施設の

一部を日米地位協定第２条第４項（ａ）に基づき共同使用することについて、日米

合同委員会の承認を得たものである。 

 

記 

 

（１）ＦＡＣ６０２２ 嘉手納弾薬庫地区 

  土  地：約 54,000 ㎡ 

  使用期間：令和 7 年 2 月 13 日から同年 3 月 10 日まで 

 

 

 

 



 （２）ＦＡＣ６０７８ 出砂島射爆撃場 

  土  地：約 245,000 ㎡ 

  共同使用期間：令和 7 年 2 月 26 日から同年 3 月 3 日まで 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 日米合同委員会合意事案概要 

 

件     名 ＦＡＣ６０４８ホワイト・ビーチ地区の一部財産の共同使用につい

て 

承 認 年 月 日 令和７年１月１６日 

施設・区域名称 ＦＡＣ６０４８ホワイト・ビーチ地区 

合意対象所在地 沖縄県うるま市 

合意対象面積等 

 

 

 

 

土 地：約５，３００㎡ 

水 域 等： － 

建 物： － 

工 作 物：桟橋一式 

附帯施設： － 

【事案内容】 

  本件は、日米共同訓練（アイアン・フィスト２５）を実施するため、標記施設の

一部を日米地位協定第２条第４項（ａ）に基づき共同使用することについて、日米

合同委員会の承認を得たものである。 

 

記 

 

 土  地：約 5,300 ㎡ 

 工 作 物：桟橋一式 

 使用期間：令和 7 年 2 月 26 日から同年 3 月 5 日まで 

 
 

 

 


